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 歳入のうち市税は、ふるさと納税に伴う寄附
ふ

金税
額控除額（流出額）が約３億９，０００万円となりました
が、納税義務者数の増及

およ

び雇用が堅調に推移したこ
とに伴う市民税等の増により、前年度と比較して３．５
％（８億９５４万円）の増となりました。また、保育所等
整備交付金などが減となったものの、国分寺駅北口
地下自転車駐車場整備事業に伴う地方債の増、子ど
も・子育て支援臨時交付金などの増により、歳入全
体では４８４億９，６３０万円〔対前年度比４．７％（２１億７，
６０４万円）の増〕となりました。
 歳出は、国分寺駅北口再開発ビル竣工に伴う事業
費減による繰出金が減となったことなどにより諸支
出金が２１．６％（６億７，８５７万円）の減となりましたが、
一方で、保育のために支払う扶助費の増などにより

平成31（令和元）年度平成31（令和元）年度のの決算決算をを公表公表しますします
一般会計は対前年度比、歳入4．7％の増・歳出4．8％の増に

一般会計・
特別会計

民生費が４．３％（９億４７７万円）の増、国分寺駅北口地
下自転車駐車場整備事業などにより土木費が３１．４％
（１３億１，３７９万円）の増となり、歳出全体では４７２億
８７７万円〔対前年度比４．８％（２１億７，７２４万円）の増〕
となりました。
 一般会計を中心とする普通会計（＊１）の経常収支比
率（＊２)は９４．５％となり、前年度（９６．８％）より２．３ポ
イント改善しました。歳入面での市民税や固定資産
税の増が、歳出面での物件費や扶助費などの増より
も大きいことが要因と考えられます。
 なお、平成３１（令和元）年度の決算については、９月
２８日の本会議で一般会計と特別会計の全会計が認定さ
れました。今後も徹底した事務事業の見直しや行政改革
の推進を行い、適切な財政運営に取り組んでいきます。

（＊１）普通会計
 �地方財政の統計などに用いられる会計。本市は、
一般会計・土地取得特別会計・国分寺都市計画
事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業
特別会計（施設建築物関係経費以外）の３会計で構
成しています

（＊２）経常収支比率
 �地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指
標として使われるもので、人件費・扶助費・公
債費等の経常経費（義務的経費）に、地方税・地
方交付税・地方譲与税を中心とする経常的な収
入である一般財源がどの程度充当されたかをみ
るもの。経常経費に充当した一般財源の残りの
部分が大きいほど臨時の財政需要に対応できる
こととなり、財政構造に弾力性があるといえま
す

■一般会計の主な事業
事業名 事業費

国分寺駅北口地下自転車駐車場整備事業 ８億９，２７５万円
民設民営保育所整備事業（施設整備） ５億３，２５８万円
けやき運動場人工芝化及びバリアフリー化等改修工事事業 ４億３，６５１万円
中学校の施設整備事業 ２億９，７１７万円
史跡武蔵国分寺跡公園用地買収事業 ２億７，９１１万円
国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区
第一種市街地再開発事業特別会計繰出金 ２億２，６３４万円

小学校の施設整備事業 ７，７３６万円
ｃｏｃｏbuｎｊｉ ＥＡＳＴ３０１区画整備事業 ５，６６５万円
民設民営学童保育所整備事業（施設整備） ２，５１３万円
（仮称）新庁舎整備基本計画策定事業 １，６５０万円
（仮称）リサイクルセンター建設事業 ９６９万円
オリンピック・パラリンピック推進事業 ６５１万円

■全会計の決算額
会計 歳入

（対前年度増減）
歳出

（対前年度増減）

一般会計 ４８４億９，６３０万円
（２１億７，６０４万円）

４７２億８７７万円
（２１億７，７２４万円）

土地取得特別会計 ０円
（－１億７，０７７万円）

０円
（－１億７，０７７万円）

国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区�
第一種市街地再開発事業特別会計

８億７，７９７万円
（－６億９，００６万円）

６億８，９４８万円
（－８億６，９２０万円）

国民健康保険特別会計 １０５億２１３万円
（－７億８，２４５万円）

１０３億９，０３１万円
（－７億１，５１６万円）

介護保険特別会計 ８７億５，０５１万円
（＋２億６，９２７万円）

８６億６５４万円
（＋４億３４万円）

後期高齢者医療特別会計 ２９億２，３３６万円
（＋１，９２４万円）

２８億７，５６８万円
（－５５５万円）

下水道事業特別会計 ２４億４，６６９万円
（－３億７，８２４万円）

２３億５，９６８万円
（－４億１，０４４万円）

全会計 合計 ７３９億９，６９６万円
（＋４億４，３０３万円）

７２１億３，０４６万円
（＋４億６４６万円）

■一般会計歳入決算 ■一般会計歳出決算
決算額472億877万円（対前年度比4.8％増）

歳出
民生費

217億2,950万円
（46.0％）

教育費　53億506万円（11.2％）

その他　3億9,220万円（0.9％）
議会費　3億889万円（0.7％）

消防費　15億7,404万円（3.3％）
公債費　16億729万円（3.4％）

諸支出金　24億5,825万円（5.2％）

総務費　41億6,703万円（8.8％）

衛生費　41億7,126万円（8.9％）

土木費　54億9,525万円（11.6％）

（＊３）市債
 �道路、公園、小・中学校、下水道などの公共施設整備のために、国や都、
金融機関などから長期に借り入れて調達した資金です。整備した公共
施設は将来にわたって使用しますので、この費用を現在の市民だけで
はなく将来の市民も負担することで、世代間の負担を公平にします。
市では、徹底して無駄を排除すると同時に、全体的に借り入れを抑制
していることから、市債残高は減少傾向にあります

（＊4）基金
 �特定目的のために積み立てられた資金や財産です。基金は条例によっ
て設置されますが、年度間の財政不均衡や予期せぬ経済変動に備える
財政調整基金のように、法律で設置が義務づけられているものもあり
ます。基金残高は、平成３１（令和元）年度は前年度と比べ６億円増加し
ました

（＊５）�平成３１（令和元）年度末の基金残高１３０億円のうち５億円は、債権
（地方債）で運用しています

■市債残高・基金残高の推移状況
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■市有財産の状況
３月３１日現在

（対前年度増減）

土地土地
公園や施設の敷地
５０１，５１７．６６㎡（＋５，５７０．７３㎡）

建物建物
学校や公民館など
１６２，８７２．４０㎡（＋２，６０６．７６㎡）

物権物権
地上権

１，３５２．５８㎡（±０㎡）

出資によ出資によ
る権利る権利

ＪＲ東京西駅ビル開発（株）出資金など
５，７９０万円（±０円）

物品物品
１件１００万円以上の自動車等備品類

２９５点（－４点）

債権債権
国分寺市土地開発公社貸付金など

６億９，５４４万円（２１０万円）

基金基金
財政調整基金など
１３０億３，０５５万円（＋６億８９７万円）

■�国分寺市土地開発
　公社資産等

３月３１日現在
資産（２8億9，５96万円）

現金および預金 ５，５７３万円
未収金 ０円
公有用地
 事業用地 ９，９６２．１㎡ ２８億４，０２３万円

負債（２7億7，0２２万円）
事業用地長期借入金 ０円
事業用地短期借入金 ２１億１，２７０万円
市借入金 ６億５，７０２万円
除却保証金預り金 ５０万円
その他未払金 ０円

資本（１億２，５74万円）
資本金および準備金 １億２，５７４万円
※�市の事業計画に基づいて土地開発公社が先行
取得した事業用地は、早期に事業活用が図れ
るよう検討しています

■��統一的な基準による財務書類の公表
 国は、平成２７年１月に固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とし
た財務書類の作成に関して、統一的な基準（＊６）を示しました。市では、同
基準に基づき平成３０年度決算の財務書類（貸借対照表・行政コスト計算書・
純資産変動計算書・資金収支計算書）を作成し、公表しています。市ＨＰ・
オープナー（市役所附属棟）で閲覧できます。平成３１（令和元）年度決算の財
務書類は現在作成中で、完成後公表します。

（＊�６）企業会計的要素である発生主義・複式簿記の導入と固定資産台帳の整備
を前提とする、総務省が設定した地方公共団体で行われる会計制度の基準

■収益事業（競走事業）
 市では、他市と共同で一部事務組合を作り、競艇・競輪の収益事業を運
営しています。平成３１（令和元）年度は収益金の配分金６，０００万円の収入が
ありました。

■森林環境譲与税の使途
決算額　５0３万円

わんぱく学校事業 １９４万円
樹林地等保存事業 ３０９万円

※�森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第３４条第３項の規定に基づ
き、平成３１（令和元）年度より公表しています

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基
づき、財政健全化にかかる各指標を、監査委員の
審査を経て議会に報告し、公表することが義務付
けられています。
 平成３１(令和元)年度決算における健全化判断
比率は、昨年同様に４つの指標すべてで早期健全
化基準の範囲内でした。しかし、算定された各比
率は、あくまで法律上、全国統一の基準で地方自
治体の健全度を測る財政指標の１つであり、財政
の早期健全化や再生の観点から、市の財政の実態
を明らかにするためのルールにすぎず、早期健全
化基準を下回れば財政運営上問題がないというこ

とではありません。
 臨時的な支出にどれだけ柔軟に対応できるかと
いう指標である経常収支比率は、９４．５％と前年
度と比較して２．３ポイント改善しました。多摩２６
市の中では、上位から１５番目（２６市平均＝９３．７
％※平成３１(令和元)年度）の数値となりました。
適正水準は７０～８０％台とされているため、財政
が依然として硬直傾向にあることを表していま
す。
 普通会計の市民１人当たりの市債現在高（＊７）
は１５万８，０００円で、前年度より１，０００円上がり
ましたが、多摩２６市平均１９万４，０００円よりも低

い水準となりました。全会計の市民１人当たりの
市債現在高（＊７）は２１万２，０００円で、前年度より
８，０００円下がりました。
 市の貯金である基金残高は前年度と比較して増
加し、普通会計の市民１人当たりの基金残高は９
万８，０００円で、２６市中７番目の数値となりました。
 健全化判断比率や経常収支比率などの数値だけ
では、自治体の正確な状況を把握することはでき
ませんが、改善に向けて適切な財政運営に取り組
んでいきます。

（＊７）令和２年１月１日現在人口１２５，１７０人で算出

平成31（令和元）年度健全化判断比率平成31（令和元）年度健全化判断比率をを公表公表しますします 本市は早期健全化
基準の範囲内

■経常収支比率の推移

90

92

94

96

98

100

31（令和元）年度30年度29年度28年度27年度26年度平成25年度

（％）

96.8

94.5
95.7

93.7

90.9

92.9

94.6

指標 年度 下水道事業
特別会計

国分寺都市計画事業
国分寺駅北口地区
第一種市街地
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経営健全
化基準
（＊１１）

解説

資金不足比率
赤字の公営企業
会計の資金不足
額が収入（料金
収入や土地売却
収入）のどのく
らいを占めてい
るかを示す指標

３１（令
和元）
年度

黒字のため数値なし

２０．０％

この比率が高まる
ほど、公営企業の収
入（料金収入や土地
売却収入）で資金不
足を解消するのが
難しく、経営状況に
問題があることを
意味します

３０年度 黒字のため数値なし

（＊�１１）この数値を超えた場合は、公営企業会計ごとに経営健全化計画を定め、経営の健
全化に向けて早急に取り組まなければなりません

■資金不足比率の算定結果

■健全化判断比率の算定結果
指標 年度 本市 多摩２6市

平均
早期健全化
基準（＊9）

財政再生
基準（＊１0） 解説

実質赤字比率
普通会計の赤字額が、税や交付金などの市の収入の標準
額（＊８）に対しどれくらいの割合かを示す指標

３１年度 黒字のため数値なし
１２．１２％ ２０．００％ この比率が高まるほど、赤字額が大きく、普通会計の財

政運営が深刻であることを意味します
３０年度 黒字のため数値なし

連結実質赤字比率
普通会計だけでなく、国民健康保険事業などの特別会計、
下水道事業などの公営企業会計も含めた、市全体におけ
る赤字額がどれくらいの割合かを示す指標

３１年度 黒字のため数値なし
１７．１２％ ３０．００％ 普通会計だけでは見えない、市全体としての財政運営の

深刻度を示します
３０年度 黒字のため数値なし

実質公債費比率
市全体の実質的な借金返済額（公債費）が、税や交付金な
どの市の収入の標準額に対しどれくらいの割合かを示す
指標

３１年度 －１．２％ １．0％
２５．０％ ３５．０％

この比率が高まるほど、借金の返済に一般財源が圧迫さ
れ、財政の弾力性が低下することを意味します。平成３０
年度から０．２％改善しています３０年度 －１．０％ １．１％

将来負担比率
一般会計等で将来負担することが見込まれる額が、税や
交付金などの市の収入の標準額に対しどれくらいの割合
かを示す指標

３１年度 0．4％ 7．５％
３５０．０％

この比率が高まるほど、将来に見込まれる負担が大きい
ということを意味します
（※）充当可能財源等が将来負担額を上回ったため３０年度 数値なし（※） ６．４％

（＊�8）財政用語で標準財政規模といい、平成３１年度は約２４４億５，５２１万円です
（＊�9）数値が１つでもこの基準を超えた場合、国の関与の下で計画的に財政の健全化を
図っていくことになる、イエローカードのようなものです。本市は、早期健全化基
準の数値を大きく下回っています

（＊�１0）レッドカードのようなもので、この基準を超えた場合、国のより強い関与の下、
財政再生を進める必要があります。本市は、財政再生基準を大きく下回っています

→財政課（内４０８）


